
 

 

登米祝祭劇場利用料金後納申請書 
                      

  年  月  日  

  

公益財団法人 登米文化振興財団 宛 

 

登米市登米祝祭劇場管理規則第４条に基づき、利用料金の後納を申請します。 

利用を中止した場合には、同規則第５条に基づく返還額を除く利用料金をお支払い

いたします。 
 

＜お支払い額＞ 

利用しようとする日の４ヵ月前（ホール以外の施設にあたっては２ヵ月前）までの中止 ························ 正規料金の 2０%相当額 

利用しようとする日の２ヵ月前（ホール以外の施設にあたっては１４日前）までの中止 ························ 正規料金の 50%相当額 

利用しようとする日の２ヵ月を切って（ホール以外の施設にあたっては１４日を切って）の中止 ········· 正規料金全額 

＊天災その他お客様の責めによらない事由により利用できないときは、お支払いの必要はございません。 

 

 

 

 

主 催 者 住 所                         

 

団体名 

代表者                      ㊞ 

 

電 話               

 

              記入者          

利 用 日    年   月   日 （  ）～ 

   年   月   日 （  ） 

催し物名称 
 

お支払い日 

 

   年   月  日（  ） 

お支払い方法 

現金 ・ 振込 

現金でお支払いの際は、平日は午後８時３０分まで、土日祝日は午後５時３０分まで 

お支払いください。 

理   由 
 

決 

裁 

欄 

理事長 事務局長 事務局次長 館 長 主 任 係 受付者 

専 決 

      


